
…                  平成 31年 1月 24日
厚生労働大臣殿

機関名 国立大学法人東京医科歯科大学

所属研究機関長 職 名 学 長    | li ll十

民 名        |

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利遼品農皐的智五|と つ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名 蜘 ‐と、医療盤鐘釜上主ュ立上出重芝ニェンス政策研究事業       な_Ⅲ…_

2.研究課題名  血嫌分画製剤の安定的確保・製造供給体制のあり方に関する研究

34研究者名  (所属部局・職名) 大学院医歯学総合研究科 教授

(氏名 。フリガナ〉 河原 和夫  (カ ワハラ カズオ)

4,倫理審査の状況

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、=未審査Jにチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記戦することt

〔※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jや 1臨床研究li関する倫理指針 に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚 生労働分野の研究活動 における 不正行為への対応 について

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6Ⅲ 利益相反の管理

(留驚事項) ・該増する置にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ コ に1

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 L  ■ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 て現3) ■   □ ■ 東京医科歯科大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
■ □ □

その他,該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) ■ 匡

※1)当 該研究者がЧ該研究を実施するに当たり運守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、1審査済み1にチェッ

当研究機関におけるC01の管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □(無の場合はその理由t )

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関: )

当研究に係るCOIについての報告 4審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由〔 )

当研究に係るCOIについての指導 `管理の有無 有 El 無 ■ (有の場合はその内容 :                 ‐
)



ゴ十年3月 ノホ日
厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長 職 名

北里大学

学長

氏 名

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益鴫及等い管理につ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名  医薬品 。医療機器等レギュフ_卜 _ン _‐主玉ニ ンネ政策研究車業

2,研究課題名 _血盤企画製鋼の安定的確保 i製造供蛤体制のあ生方に関する研究

3.研究者名  (舶 _1_職却 性窒整堂亜盤上聾豊数撞

(氏名・フリガナ)  松田利夫・マツダ トシオ

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

とトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ   コ □ □

人を対象とする医学系研究に関す石倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 東京医科歯科大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ 画

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   ■ □ □

く※1 るに当たり遵守すぺき倫理指針に関する 済んでいる場合は、「審査済 小 に チ ツ

クし・部着しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2)未審査に場合は、その理由を記戦すること。
(X3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「遠床研究に関する倫理指針」に準処する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応にらぃて

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □(無の場合はその理由:                  )

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関t                 )

当研究に係るCOIについての報告 `審査の有無 有 日 無 □ (無の場合はその理由:                  )

当研究に係るCOIに ついての精導・管理の有無 有 □ 無 E(有の場合はその内容 :                ‐
)

(留意事項) ,該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣殿          
・ r                」千 年 J tt zマ  日

機関名 大阪府赤十宇血渡センター

所属研究機関長 職 名 所長        ‐    ｀

民 名 谷 慶彦     !

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとお りです。

1.研究事業名  医薬品 。医療機器等レギュラトメーサイエンス政策研究事業

2.研究課題名  血漿分画製剤の安定的確保・製造供給体制のあり方に関する研究

3.研究者名  (所属部局・職名)  大阪府赤キ宇血液センター・所長

(氏名 '7)ガナ〕
―

谷姫 彦十タニ ヨシヒコ     ｀

4.倫理審査の状沸

、「審査済み京にチェッ
クじ一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェッタすること。

その他 (特記事項 )

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 末審査 (※ z)

とトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ   ロ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (x勁 ■   □ コ 東京医科歯科大学 ‐―日

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
回   ■ □ 口

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   正 □ □

※1)当 該研究者が当骸研究を実施するに当た り沖守すべま倫理指針に関する でいる場合は、「審査済み京にチェ】

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること,

(※3)盛止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」1に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 E  未受講 固

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること、

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

6。 本可益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:                  )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 El(無の場合は委託先機関:                 )

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 言 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 t                )



厚生労lSJ大 臣殿

2019年 3月 27日

機関名 一般社田法人 日本血液製剤機構

所属研究機関長 職 名 理事長 F'デ
カ~~卜

さ`、

氏 名   石 川 隆 輝 上 !丁

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管趣 |こう

いては以下のとおりです。

1,研究事業名        医薬品 。医療機器等レギュフトリーサイエンス政策研究事業

2,研究謀題名        血装分画製剤の安定的確保・製造供給体制のあり方に関する研究

3,研究者名  (所属部局・機名)__日 本血液製剤機整_経堂戦蛭甑長

(氏名・フリガナ)  逢島 富奮

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   E □ El

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ロ   コ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ 回

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   田 □ El

※ を実施するに当たり速守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み 1に チェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査ょにチェックすること。

その他 (特記事項)

(路2)米 F査 |こ 場合は、その理由を記戦すること、            ,|
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jッや「臨抹研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目にHt入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
,分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 コ 無 □ (無の場合は委託先機関:                 )

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 i )

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 :                ｀
)



厚生労fJJ大 臣 殿

所属研究機関長 職 名  院長

平成31年 3月 ュと日

機関名  国立保健医療科学院

i            
氏 名  福島 対正  1  上

次の職員の平成30年度厚生労frilJ行政鵬避調査事業賞の調査研究における、倫理審査状況及び利郡神反等の

管理については以下のとおりです。

1.研究事業名              2五 ュ王立二塁堂払出盤□塗墜堅上_____… …………一

2,研究課題名

3.研究者名 (研岡部局 1般/fH) 牲館危機盟聾

(            深宏・カナタニ ヤスヒロ

4.倫理審査の状況

滋当性の有無

有  無

左記で骸当がある場合のみ記入 仲D

審査済み   審査した機関 木審査 (,章2)

ヒトゲノム・遺伝子解折研究に関する倫理指針 □  ■ B □

遺伝子治球寄臨床研F究に関する指針 □   出 tll □

人を対像とする医学系研究に関する倫Fl指針 仲 3) □   ■ 口 臼

厚生労働省の所管する箕施機関における助物実験

等の実施に関する速本指針
□   ■ □ □

その他、核当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名納i:               ) □   ■ El El

1)当散研究なが当離研究を舞施するに当たり遊守すべき命理摘針に阻する命理審員会の審査が済んでいる場合は 夕|に チ
クし一部想しくは全部の帝査が完了していない場合!よ 、「未審査Jにチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未林査に場合は、その親間を罷較すること。
(※ 3)所止出の「渡学研究にB8す る統理捕針」や「監味研究に関する綸型指針」に抑拠する場合は、当献項目に記入すること。

5.厚生労働分野の
'F究

活動における不正行為へ?対応について

り,究倫理教育の受F作状況 受船 澄  未受緋 □   【

6,利益相反の管理

て留意事項) ・該当する国にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の最も作成すること。

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 日 無 □(無の場合はその理由: )

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □(無の場合は委託先機開:                 )

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □(無の場合はその理由:                  )

当研F究に係るCOIについての指導 ,管理の有無 有 El tt E(有の場合はその内容:                 )



厚生労働大臣殿
2019年 12月 28日

機脇  国立大
腎

準+母賢Fみ ||

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及びTll益相襲帯Ⅲ蛍運につ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名  医薬品 。医療機器等レギュフトリーサイエンス政策研究事業

2.研究課題名  血紫分画興剤の安定的確保・製造供給体制のあり方に関する研究

3.研究者名  (所属部局・搬拓) 病院 細胞療法部・講師

て氏名・フリガナ) 長井 一浩  ・ サガイ カズとロ

い
製

名

　
名

職
　

氏

長関機究研属所

4.倫理審査の状況
ふ

該当社の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (Ⅲ2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究にDSする倫理指針 ロ   ロ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ El

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ め ■  □ E 東京医科歯科大学 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ 田

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ El □

1)当 該研究者が当核研究を実施するに当たり連守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が務んでいる場合は、「審査済み |に チェッ

クし…部著しくは全部の審査が完了していない場合は、「木審査Jrチェンクすること章

その他 (特記ヨr項 )

(※2)未審査に戦合は、その理由を紐戦すること、                 ド

(※3)廃止前の「疲学研究に開する倫理指針Jや 『軸床研究に関する倫理指針」に準14fる 場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労fmJ分野の研究活動における不 正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 コ  未受講 □

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □(館の場合はその理由:                  )

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関:                 )

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 , )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 E(有の場合はその内容1                 )


